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 弊社は、弊社が計画している「（仮称）大山田安定型最終処分場設置

及び運営事業」（以下「本件事業」といいます）に関し、以下のとおり

上申致します。 

 

 弊社は、御庁に対し、伊賀市水道水源保護条例に基づき、令和６年

５月１日、本件事業にかかる「（規制）対象事業協議書」を提出させて

いただき、同年１０月１７日を第１回目として、伊賀市水道水源保護

審議会にて、本件事業にかかる事業場が規制対象事業場であるか否か

の審議中です。 

 しかしながら、第１回目から起算して約１年６ヶ月以上経過しても

未だ判断がなされておりません。 

 つきましては、伊賀市行政手続条例第９条１項に従って、規制対象

事業場であるか否かの判断時期の見通しを書面にて明確に示していた

だきますようお願い申し上げます。 

 同審議会における審議結果（意見）の判断を理由なく遅延させるこ

と、あるいは条例に基づく判断を長期間示されない場合、「不作為の違

法」に該当し得る可能性もございますので、この点、ご理解いただき

ますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

以上 

 


